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土木審査部

KHKからの
     お知らせ

　地下タンク貯蔵所に係る技術基準は、平成１７年に性能規定の導入が図られたことから、許可・検査等の事務の効率化

を確保する観点から一般的な構造例（以下「例示基準」という。）が、平成１８年消防危第１１２号通知で示されました。

　例示基準は、タンク本体を横置き円筒型を想定し、かつ、タンク室は地表面に近い、浅い位置に埋設されることを前提

に示されたものです。

　タンク室上部に地下空間（以下「上部空間室」という。）がある場合、上部空間室の高さ分だけ、地中深くに設置され

ることとなります。このような場合、受ける外力（土圧・水圧）が大きくなり、例示基準では構造上、基準に適合しないケー

スがあるため、「個別に」、構造上の安全性を確認する必要があります。

　消防法令における許容応力度（鉄筋の引張応力・コンクリートの圧縮応力）は、危告示第４条の５０に規定されています。

　消防法令と建築系の基準における許容応力度の違いについて、鉄筋は規格「SD２９５」を、コンクリートは設計
基準強度「24N/mm2」を例にして下表に示しますが、建築系の基準と比較して、消防法令の方が厳しい基準（小
さめの値）となっています。
　建築系の設計者が建築系の基準の許容応力度を適用しているケースが見受けられます。
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タンク室が深い位置に設置される計画ではありませんか？

◆　部材（鉄筋・コンクリート）の許容応力度は、消防法令に基づいていますか？



　前述したように、許容応力度を間違って設定（建築系の基準を適用）すると、構造計算のやり直しのみならず、躯体断

面寸法の変更や鉄筋の径や配置の変更が生じる可能性があります。

　当協会では、上部空間室を有するタンク室等、消防法令で想定されていない構造の地下タンク貯蔵所に対して個別に、

かつ、適切に評価して、その結果を「評価結果通知書」の形で報告致します。

　当該評価業務を活用することにより、消防本部が行う許可までの事務の効率化も期待できます。

　是非、当該評価業務の活用をご検討ください。

　本評価業務に係る今年度の受託実績（６月末現在）の件数を下表に示します。

　なお、都道府県別にみると、東京都６件、北海道１件、宮城県１件、京都府１件となっています。
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R６年度受託実績件数（６月末現在）

1件R6年度 6件 0件 2件 9件
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◆　本評価業務を活用しませんか？

◆　R６年度受託実績


